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No. サービス種別 報酬・基準 区分 質問内容 回答

1 共通 その他 事故報告
　事故報告が必要な誤薬の範囲について，利用
者本人に起因する誤薬についても報告が必要で
すか。

　事業所が服薬管理せず，利用者が自己管理している場合は
報告の必要はありません。
　また，事業所が服薬管理している場合であっても，「気分が
悪いからと飲んでくれなかった」，「服用拒否された」など，やむ
を得ない事情から与薬することができなかった場合は，報告の
必要はありません。ただし，支援経過等に経緯等を記録するこ
とが必要となります。
　それ以外で，「間違って飲んでしまった」，「飲み忘れた」，「飲
んでいない薬があった」，「朝飲む薬を昼に飲んだ」，「相互作
用で禁忌の飲食物と服用した」場合などについては，報告が
必要となります。

2 居宅介護支援 基準 資格

　居宅介護支援事業所の管理者について，主任
ケアマネの資格取得が要件とされ，3年間の経過
措置が設けられましたが，主任ケアマネの資格取
得の際には，変更届及び介護支援専門員一覧の
提出は必要ですか。

　資格取得に際しての提出は不要であり，経過措置期間終了
時に要件を満たしているかを確認することを考えております。
　また，確認方法や時期等については，別途ホームページ等
でお知らせします。

3 居宅介護支援 基準
公正中立な
ケアマネジメ
ントの確保

　契約時において，利用者や家族に対し，ケアプ
ランに位置付ける居宅サービス事業所について
は，複数の事業所の紹介を求めることが可能で
ある等を説明することが義務付けられますが，平
成30年4月以前に契約している利用者に対しても
必要ですか。

　平成30年4月以前に契約を結んでいる利用者については、
次のケアプランを見直す時に説明を行うことが望ましいと考え
ます。

　【平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.1）（平成30年3月22
日）問131】

平成３０年度介護報酬改定におけるQ&A
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4 居宅介護支援 基準
平時からの
医療機関と
の連携促進

　利用者が医療系サービスを希望した場合，意見
を求めた医師に対してケアプランを交付すること
が義務付けられますが，平成30年4月以降に新た
に医療系サービスを利用する場合に交付すること
でよろしいですか。

　医療系サービスを利用する時期ではなく，ケアプランを作成
する時期での判断となります。
　平成30年4月以降に作成するケアプランで，医師に意見を求
めた場合は，交付することが必要となります。

5
居宅介護支援
（通所介護，通所リ
ハ）

基準
居宅サービ
ス計画

　制度改定の影響から，通所介護事業所の都合
で，サービス提供時間が9：45から16：00を9：15か
ら16：15に変更したいとの話しがありました。
　サービス提供時間が増えることについて利用者
は望んでおらず，必要性も乏しいと考えますが，
利用者がその通所介護事業所に通い続けたいと
考え，社会交流やリハビリ機会の確保の点でも必
要性は十分に考えられると判断した場合，担当者
会議は必要となりますか。あるいは軽微な変更と
して取り扱うことは可能であるか。

　制度改定においてサービス提供時間の変更を直接指示する
ものはなく，制度改定において本件に関する例外規定はない
ため，軽微な変更として取り扱うことはできません。
　本件は事業所の判断でサービス提供時間を変更したもので
あり，通常通りの処理となります。
　厚生労働省のQ＆Aにおいても，居宅サービス計画を変更す
る必要が生じた場合は，通常の変更と同様のプロセスが必要
であるとされています。

　【平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.1）（平成30年3月22
日）問141】

6 居宅介護支援 報酬
特定事業所
加算

　特定事業所加算の算定要件の「地域包括支援
センター等が実施する事例検討会等に参加して
いること」について，参加頻度や参加人数等につ
いて要件はありますか。

　参加頻度や参加人数等について要件はありませんが，「特
定事業所加算を算定する事業所は，質の高いケアマネジメン
トを実施する事業所として，地域における居宅介護支援事業
所のケアマネジメントの質の向上を牽引する立場にあることか
ら，同一法人内に留まらず，他の法人が運営する事業所の職
員も参画した事例検討会等の取組を，自ら率先して実施して
いかなければならない。」とされていることから，事例検討会等
の取組を自ら率先して実施してください。

【指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サー
ビス，居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護
支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事
項ついて（平成12年３月１日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通
知）】
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7 居宅介護支援 報酬
特定事業所
加算

　特定事業所加算の算定要件の「他の法人が運
営する居宅介護支援事業者と共同で事例検討
会・研修会等を実施していること」について，参加
頻度や参加人数等について要件はありますか。

　参加頻度や参加人数等について要件はありません。

8 居宅介護支援 報酬
特定事業所
加算

　平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A
（Vol.1）（平成30年3月22日）問137において，「た
だし，当該算定要件における「共同」とは，開催者
か否かを問わず2法人以上が事例検討会等に参
画することを指しており，市町村等と共同して実施
する場合であっても，他の法人の居宅介護支援
事業者が開催者又は参加者として事例検討会等
に参画することが必要である。」とされています
が，「参画」とは（単なる）研修会への参加も含ま
れますか。あるいは，企画段階から参加すること
で対象となるのですか。
　また，それを証明する書類を主催者から発行す
る必要はあるのですか。

　「特定事業所加算算定事業所は，質の高いケアマネジメント
を実施する事業所として，地域における居宅介護支援事業所
のケアマネジメントの質の向上を牽引する立場にあることか
ら，同一法人内に留まらず，他の法人が運営する事業所の職
員も参画した事例検討会等の取組を，自ら率先して実施して
いかなければならない。」とされていることから，事例検討会等
の取組において他の参画者を牽引する立場が求められてお
り，研修会に出席するのみでは，加算の要件を満たしていると
はいえません。
　また，事例検討会への参加の証明を主催者から発行する必
要はなく，参加した結果として，報告書，資料等を事業所で保
管することで足りうると考えております。

　【平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.1）（平成30年3月22
日）問137】

　【指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問
通所サービス，居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及
び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定
に伴う実施上の留意事項ついて（平成12年３月１日老企第36号厚生
省老人保健福祉局企画課長通知）】

9 通所介護 報酬 報酬
　１２人以下の小規模事業所ですが，今回の基本
報酬は変更されるのですか。

　地域密着型事業所においても，基本報酬は変更されます。

　【指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一
部を改正する告示】
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10 通所介護 基準
サービス提
供時間

　サービス提供時間が７～９時間から，７～８時間
に変更となりますが，重要事項説明書の変更届
の提出が必要となりますか。

　重要事項説明書の変更は，市への届出が必要な事項では
ありません。
　運営規程の変更は，市への届出が必要となります。

11 通所介護 報酬
サービスコー
ド

　通所介護の要介護者のサービスコードは変更
になりますか。

　報酬改定に伴い，サービスコードも変更になります。
　WAM　NET等で御確認ください。

12 通所介護 報酬
生活機能向
上連携加算

　生活機能向上連携加算について，同一法人の
指定訪問リハビリテーション事業所若しくは指定
通所リハビリテーション又はリハビリテーションを
実施している医療提供施設と連携する場合でも
算定できますか。
　また，建物が同じ場合も算定できますか。

　いずれの場合も算定出来ます。

13 通所介護 報酬
生活機能向
上連携加算

　生活機能向上連携加算について，訪問リハビリ
テーションの機能訓練指導員が，午前中は通所
介護事業所で勤務，午後は訪問リハビリテーショ
ンの勤務の場合も算定できますか。

　生活機能向上連携加算に係る業務については，属人的な契
約ではなく，通所介護事業所と，訪問リハビリテーション事業
等との委託契約により成立するものであるため，質問の場合
においても，加算要件を満たしていれば算定出来ます。
　
　【平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.1）（平成30年
3月22日）問35】
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14 短期入所生活介護 報酬
看護体制加
算

　ショートステイの看護体制加算Ⅲ及びⅣについ
て，前３月間の利用者の総数及び要介護３以上
の利用者数は，日ごとの延べ人数によるものか
又は，実人数によるものか教えてください。

　実人数，延人数のどちらかで要件を満たしていれば，算定出
来ます。

　【平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.1）（平成30年3月22
日）問42】

15 訪問介護 報酬
集合住宅に
係る減算

　事業所と別の敷地内であり，隣接もしていない
サ高住です。
　1棟20名のサ高住が3棟隣接している場合は，
利用者数1か月当たり50人以上の減算になるの
でしょうか。

　指定訪問介護事業所における利用者が同一建物に50人以
上居住する建物の定義として，同一敷地内建物等に該当する
もの以外の建築物を指すものであり，当該建築物に当該指定
訪問介護事業所の利用者が50人以上居住する場合に該当す
るものです。
　このため，同一敷地内にある別棟の建物や道路を挟んで隣
接する建物の利用者を合算するものではありません。

16 訪問介護 報酬
集合住宅に
係る減算

　減算を受けているものの区分限度基準額を計
算する際には，減算前の単位数を用いることとあ
るが，この減算前の単位数には特定事業所加算
分が含まれている単位数ですか。

　同一敷地内建物等に居住する利用者の減算を算定する場
合については，対象となる単位数の合計に加算の割合を乗じ
て，当該減算の単位数を算定するため，特定事業所加算分が
含まれた単位数となります。

　【平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.1）（平成30年
3月22日）問2】
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17 訪問介護 基準
訪問回数の
多い利用者
への対応

　訪問回数（生活援助）が多い方だけが該当する
という解釈でよいのですか。週１～2回の訪問も多
いということになりますか。
　また，これらは4月に開示されるのですか。

　届出に関する具体的な対象等については，4月に国が定め
る予定となっています。

18 訪問介護 基準

サービス提
供責任者の
役割や任用
要件等の明
確化

　訪問介護の現場で利用者の口腔に関する問題
や服薬状況等に係る気付きをサービス提供責任
者から居宅介護支援事業者等のサービス関係者
に情報共有することについて，サービス提供責任
者の責務として明確化するとありますが，既に担
当ケアマネに薬の変更や服薬時間帯の変更が
あった場合に報告していますが，それだけでは不
足ですか。

　必要な情報の内容については，利用者の心身又は生活状況
に係る情報が考えられますが，居宅介護支援事業者等に対し
て情報提供する内容は，サービス提供責任者が適切に判断
することとします。
　なお，必要な情報の提供については，あらかじめ，サービス
担当者会議等で居宅介護支援事業所等と調整しておくことが
望ましいと考えます。

19 訪問介護 基準

サービス提
供責任者の
役割や任用
要件等の明
確化

　サービス提供責任者は，提供時間を記録すると
ともに，著しくケアプラン上の標準時間と乖離して
いる場合には，ケアマネに連絡し，ケアマネは必
要に応じてプランの見直しをすることを明確化す
るとありますが，訪問介護計画において提供時間
が10;00～10：59となっている場合，実際に提供し
た時間の10:00～10:55等を記録するという解釈で
よいのですか。
　また，サービス提供記録に訪問した職員が時間
を記入して，サービス提供責任者に報告するとい
うことでよいのですか。

　指定訪問介護事業者は，訪問介護員等に，実際に行った
サービス提供時間を記録させるとともに，当該サービスの提供
時間が訪問介護計画に位置付けられた内容を行うのに要する
標準的な時間に比べて著しく短時間となっている状態が続く場
合には，サービス提供責任者は介護支援専門員と調整の上，
訪問介護計画の見直しを行うことが必要となります。
　このため，サービス提供記録には，訪問した職員が実際に
サービス提供を行った時間を記入し，サービス提供責任者に
報告することとなります。
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20 訪問介護 報酬
集合住宅に
係る減算

　同一建物等減算について，減算を受ける者の
区分支給限度基準額の計算方法について

　同一敷地内建物等に居住する利用者の減算を算定する場
合については，対象となる単位数の合計に加算の割合を乗じ
て，当該減算の単位数を算定することとなります。

（例）
訪問介護（身体介護中心30分以上１時間未満で394単位，月
に6回提供した場合）
・事業所と同一の建物に居住する利用者にサービスを行う場
合，所定単位数の90％を減算
・減算前の単位数
394単位×6回＝2,364単位
・減算後の単位数
2,364単位×減算率0.9＝2,127.6単位→2,128単位

【平成30年度介護報酬改定に関するQ＆A（Vol.1）（平成30年3月22
日）問2】

21 福祉用具貸与 基準
福祉用具貸
与計画書

　介護支援専門員に対する福祉用具貸与計画書
交付の義務は，法令上，平成30年4月以降の発
生要件に対して，計画書交付の義務が生じるの
ですか。

　平成30年4月1日の施行日以降の発生要件に対して，福祉用
具貸与計画書交付の義務が生じます。

22 福祉用具貸与 基準
福祉用具貸
与計画書

　平成28年3月15日に実施した集団指導におい
て，福祉用具専門相談員は福祉用具貸与計画書
に変更があるときに計画書を作成することとされ
ているが，指導内容に変更はありませんか。

　個別サービス計画は，ケアプランの期間毎にあわせて必ず
作成しなければならないものでなく，変更の必要があるときに
作成することとされています。
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